
 

議案第２２３号 

訴えの提起について 

所有権確認請求事件に関し、下記のとおり東京高等裁判所に控訴をするため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議決を求

める。 

令和６年１２月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 

１ 第 １ 審 事 件 名 さいたま地方裁判所令和〇年（〇）第〇〇〇号所有権確認請

求事件 

２ 第１審の当事者 原告 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

              〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
              代表取締役 〇〇 〇〇 
           被告 さいたま市 

              代表者 市長 清水 勇人 

３ 第１審事件の要旨 

  原告は、さいたま市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の土地について、昭

和〇〇年〇〇月〇〇日より開始した占有に基づき、長期取得時効により所有権を取

得していることの確認を求め、市を被告として訴訟を提起したもの 

４ 第１審判決の要旨 

 ⑴ さいたま市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の土地につき、原告が所有

権を有することを確認する。 

⑵ 訴訟の費用は被告の負担とする。 

５ 控 訴 の 当 事 者 控 訴 人 さいたま市 

                代表者 市長 清水 勇人 

           被控訴人 第１審原告 

６ 控 訴 の 趣 旨 

 ⑴ 原判決の取消しを求めるもの 

 ⑵ 被控訴人の請求の棄却を求めるもの 



 

 ⑶ 被控訴人に対し、第１審及び第２審の訴訟費用の負担を求めるもの 

７ 控訴をする理由 

  さいたま地方裁判所より標記事件についての第１審判決があったが、容認できる

内容ではないと判断し、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第２８１条に基づ

き、東京高等裁判所に控訴をするもの 

 


